
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
七
上

一
九
ほ
か
信
託
行
為

ほ
か
、
信
託
行
為

二
一
下

五
前
条
第
二
項
項
中

「
前
項
第
四
項
」
前
条
第
二
項
中
「

前
項
第
四
号
」

二
二
上

二
一
前
項
第
一
号

第
一
項
第
一
号

〃

下

二
第
一
項
規
定

第
一
項
の
規
定

（
原
稿
誤
り
）

三
四

改
正
前
欄七成

立し
た

成
立
し
た







（
原
稿
誤
り
）

四
五
〇
上
表
中
所
在

地
欄
中六
大
字

南
郷
町

〃

〃
〃

七
鞍

倉

令和年月日 水曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
し
、
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取

得
に
つ
き
、
会
社
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

事
に
致
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
十
五
日
と
し
、

同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

山
形
県
東
根
市
大
字
東
根
甲
五
八
〇
〇
番
地
一
〇

株
式
会
社
小
川
製
粉

代
表
取
締
役

小
川

郁
夫

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

福
井
県
小
浜
市
中
井
第
五
六
号
五
番
地
の
一

株
式
会
社
若
越
電
器

代
表
取
締
役

田
中

義
弘

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

山
口
県
柳
井
市
柳
井
一
五
七
四
番
地
の
一
五

株
式
会
社
幡
田
商
店

代
表
取
締
役

幡
田

光
明

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

沖
縄
県
浦
添
市
西
洲
二
丁
目
九
番
地
八

大
伸
株
式
会
社

代
表
取
締
役

赤
嶺

克
俊

株
式
譲
渡
制
限
設
定
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
株
主
総
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る

方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
ま

で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
三
丁
目
二
八
番
九
号

神
田
梱
包
運
送
株
式
会
社

代
表
取
締
役

内
田

恭
久

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
川
久
保
組
と
合
併
し
て
解
散
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
（
新
株
予
約

権
証
券
、
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
含
む
）
を
所
有
す
る

方
は
、
株
券
提
出
日
（
新
株
予
約
権
証
券
提
出
日
）
で
あ

る
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
七
月
三
十
日

神
奈
川
県
小
田
原
市
曽
我
別
所
四
〇
八
番
地

株
式
会
社
報
丞

代
表
取
締
役

川
久
保
貴
敏

株
式
移
転
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ａ
株
式
会
社
を
完
全
親
会
社
と
す
る

株
式
移
転
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の

株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年

九
月
二
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
二
六
番
一
六
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｉ
Ｖ
Ａ

代
表
取
締
役

杉
浦

稔
之

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
千
八
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
一
月
十
日
付
官
報
の
号
外
第
五
号
一

二
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
八
日
（
号
外
第
一
五
六
号
）
掲
載
の
相

続
債
権
者
受
遺
者
へ
の
請
求
申
出
の
催
告
公
告
中
、「
被
相

続
人

亡

小
林

敏
夫
」
と
あ
る
は
「
被
相
続
人

亡

小
林

敏
雄
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

盛
岡
市
菜
園
一
丁
目
一
一

三
カ
ガ
ヤ
菜
園
ビ
ル

二
階

長
谷
川
菜
園
法
律
事
務
所

相
続
財
産
清
算
人

弁
護
士

長
谷
川

頌

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

第
三
十
九
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
住
所「

茨
城
県
神

栖
市
大
野
原
五
丁
目
３
番
36号
」

と
あ
る
は「

東
京
都
江

東
区
越
中
島
三
丁
目
６
番
15号
」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し

ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

東
京
都
江
東
区
越
中
島
三
丁
目
六
番
一
五
号

東
京
南
福
山
通
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

渡
邉

一
雄

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
（
号
外
第
一
四
三
号
）
掲
載

の
第
二
十
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
三
十
日

大
阪
市
淀
川
区
宮
原
四
丁
目
一
番
九
号

株
式
会
社
フ
ジ
シ
ー
ル

代
表
取
締
役
社
長

京
金

武
司

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
百
四
十
五
号
）
公

布
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
（
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
）

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
百
四
十
五
号
）
公

布
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
（
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
内
閣
府
令
）

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
（
号
外
第
六
十
三
号
）

文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
七
号
（
文
化
財
を
登
録
文
化
財

に
登
録
す
る
件
）
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